
ej04-07-n 

せいかつの いろいろなこと （にしのみやしの ばあい） 

永住
えいじゅう

許可
き ょ か

のこと、帰化
き か

のこと 
 

日
に

本
ほん

に ずっと 住
す

みたい 人
ひと

は、 永
えい

住
じゅう

許
きょ

可
か

か、帰
き

化
か

の 許
きょ

可
か

を もらう 必
ひつ

要
よう

が あります。 

 

○ 永 住
えいじゅう

許可
き ょ か

 

永
えい

住
じゅう

許
きょ

可
か

が 認
みと

められると、 外
がい

国
こく

の 国
こく

籍
せき

で 日
に

本
ほん

に ずっと 住
す

む ことが できます。 

永
えい

住
じゅう

許
きょ

可
か

を 認
みと

めて もらいたい ときは、 出
しゅつ

入
にゅう

国
こく

在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

局
きょく

に 聞
き

いてください。 

 

＜ ⻄
にし

宮
のみや

市
し

に 住
す

んでいる 人
ひと

が 行
い

くところ＞ 

大 阪
おおさか

出 入 国
しゅつにゅうこく

在 留
ざいりゅう

管 理 局
かんりきょく

神⼾
こうべ

支 局
しきょく

  078-391-6377 

（ 住 所
じゅうしょ

） 神
こう

⼾
べ

市
し

中
ちゅう

央
おう

区
く

海
かい

岸
がん

通
どおり

 ２９ 神
こう

⼾
べ

地
ち

方
ほう

合
ごう

同
どう

庁
ちょう

舎
しゃ

   

 

○ 帰化
き か

 

帰
き

化
か

とは、 外
がい

国
こく

籍
せき

の 人
ひと

が、いま 持
も

っている 国
こく

籍
せき

から 日
に

本
ほん

の 国
こくせき

籍に 変
か

わる ことです。 

帰
き

化
か

するためには、 法
ほう

務
む

大
だい

臣
じん

の 許
きょ

可
か

を もらう 必
ひつ

要
よう

が あります。地
ち

方
ほう

法
ほう

務
む

局
きょく

に  

聞
き

いてください。 

帰
き

化
か

の とき、名
な

前
まえ

は、 漢
かん

字
じ

、ひらがな、かたかなで 作
つく

って 記
き

録
ろく

します。 

 

⻄
にし

宮
のみや

市
し

に 住
す

んでいる 人
ひと

が 行
い

くところ   

神⼾
こうべ

地方
ちほう

法 務 局
ほうむきょく

 ⻄ 宮
にしのみや

支 局
しきょく

 0798-26-0061 

⻄ 宮 市 浜 町
にしのみやしはまのまち

7-35 ⻄ 宮
にしのみや

地方
ちほう

合 同
ごうどう

庁 舎 内
ちょうしゃない
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※ 詳しい
く わ し い

ことは、 入 国
にゅうこく

管 理 局
かんりきょく

、地方
ちほう

法 務 局
ほうむきょく

、それぞれの 場所
ばしょ

で、日本語
に ほ ん ご

が わかる 人
ひと

と 一 緒
いっしょ

に 聞いて
き い て

ください。 


